
 

 

平成 26 年 5 月 1 日 

各  位 

会社名   株式会社 四国銀行 

代表者名 取締役頭取 野村 直史 

(コード： 8387) 

問合せ先 取締役総合企画部長 山元 文明 

(TEL. 088－823－2111) 

 

高知県交通株式会社及び土佐電気鉄道株式会社からの 

事業再生支援の要請に関するお知らせ 

 

当行の取引先である高知県交通株式会社及び土佐電気鉄道株式会社から、両社の経営統

合に向けた事業再生計画(案)に基づく事業再生支援の要請を受けました。事業再生計画

(案)には、当行の一部債権放棄も含まれております。 

当行といたしましては、将来にわたり持続可能な公共交通スキームの実現に向けた抜本

的な施策の一環として捉え、事業再生計画(案)の内容について真摯に検討・対応してまい

ります。 

 

記 

１．高知県交通株式会社の概要 

（１） 名 称  高知県交通株式会社  

（２） 所 在 地  高知県高知市一宮南町 1 丁目 15 番 18 号  

（３） 代表者の氏名  前田 道雄  

（４） 資 本 金  242 百万円  

（５） 事 業 内 容  道路旅客運送  

 

２．高知県交通株式会社及びグループ企業に対する債権の種類及び金額 

（１） 高知県交通株式会社 貸出金 2,086百万円  

（２） その他グループ企業 1社 貸出金 479百万円  

 

３．土佐電気鉄道株式会社の概要 

（１） 名 称  土佐電気鉄道株式会社  

（２） 所 在 地  高知県高知市桟橋通 4丁目 12 番 7 号  

（３） 代表者の氏名  片岡 万知雄  

（４） 資 本 金  495 百万円  

（５） 事 業 内 容  道路旅客運送  

 

４．土佐電気鉄道株式会社及びグループ企業に対する債権の種類及び金額 

（１） 土佐電気鉄道株式会社 貸出金 2,505百万円  

（２） その他グループ企業 2社 貸出金 54百万円  

  支払承諾見返 11百万円  



５．当行の取組みについて 

高知県交通株式会社及び土佐電気鉄道株式会社は、路線バス及び路面電車事業の公

共交通事業を担っております。近年の人口減少に伴う利用者の減少等により経営環境

は厳しい状況にあります。両社グループの外部環境が悪化する中、当行ではこれまで

も経営改善に向けた様々な支援を行ってまいりました。 

 また、平成 25 年 9 月から高知県を事務局とする｢中央地域公共交通再構築検討会｣に

も参画し、将来にわたる持続可能な公共交通スキームの実現について検討を重ねてま

いりました。 

今般、同検討会から、両社の経営統合を含んだ再構築スキーム案が公表され、本日

両社から同検討会の提言を踏まえた事業再生計画(案)に基づく事業再生支援の要請が

ありました。今後、その内容について真摯に検討・対応してまいります。 

 

６．当行の業績に及ぼす影響 

   上記債権は担保及び引当金等により保全されており、平成 26 年 4 月 25 日に公表の

平成 26 年 3 月期通期業績予想に変更はありません。 

以上 

 

        

《本件に関するお問合せ先》 

                            審査部 吉本、子安 TEL. 088－823－2111 
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